
 

 

特定個人情報取扱規程 

 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、この会社の個人情報保護方針に基づく特定個人情報の取扱いの基本事項を定めた

もので、特定個人情報の保護と適正な利用を図ることを目的とする。 

なお、この会社における個人情報の取扱いについては、「個人情報取扱規程」およびその下位規程

に定めるものとし、個人情報のひとつである特定個人情報の取扱いがこれらの規程と異なる事項につ

いて、この規程で定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

１ 個人番号 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「番号利用法」

という。）第２条第５項に規定する個人番号をいう。 

２ 特定個人情報 

番号利用法第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

３ 特定個人情報ファイル 

番号利用法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。 

４ 個人番号関係事務 

番号利用法第２条第 11項に規定する個人番号関係事務をいう。 

 

第２章 特定個人情報の取扱い 

（特定個人情報を取扱う事務の範囲） 

第３条 この会社が特定個人情報を取扱う事務の範囲は、番号利用法に基づき、次に掲げるものに限定

する。 

１ 利用者等に係る個人番号関係事務 

出資配当金に関する支払調書作成事務 

その他法令で認められた事務 

２ 取引先等に係る個人番号関係事務 

報酬・料金等に関する支払調書作成事務 

不動産の使用料等に関する支払調書作成事務 

３ 社員等に係る個人番号関係事務 

源泉徴収票作成事務 

財形届出事務 

雇用保険届出事務 

健康保険・厚生年金保険届出事務 

 



 

 

（特定個人情報等の範囲の明確化） 

第４条 第３条に定める特定個人情報を取扱う事務において、使用される個人番号および個人番号と関

連付けて管理される特定個人情報の範囲は、以下に定める通りとする。 

対象者 個人番号関係事務 特定個人情報等の範囲 

利用者等 出資配当金に関する支払調書作成事務 個人番号、顧客番号等 

その他法令で認められた事務 個人番号、顧客番号等 

取引先等 報酬・料金等に関する支払調書作成事務 

不動産の使用料等に関する支払調書作成事務 

個人番号、取引先番号等 

社員等 源泉徴収票作成事務 

財形届出事務 

雇用保険届出事務 

健康保険・厚生年金保険届出事務 

個人番号、役職員番号等 

 

（事務取扱担当者の明確化） 

第５条 「個人情報取扱規程」に定める部門管理者（以下、「部門管理者」という。）は、第３条に定

める事務に従事する事務取扱担当者を明確に定める。 

（特定個人情報の利用目的の特定） 

第６条 この会社が取得する特定個人情報の利用目的は、第３条に定めた事務の範囲内において、本人

が、自らの個人番号がどのような目的で利用されるのかを一般的かつ合理的に予想できる程度に具体

的に特定するものとする。 

（特定個人情報の利用の制限） 

第７条 この会社における特定個人情報の利用は、第６条で特定した利用目的の範囲内において利用す

るものとする。 

② この会社は、激甚災害時等に金銭の支払いを行う場合および人の生命、身体又は財産の保護のため

に必要がある場合を除き、本人の同意があったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用して

はならない。 

（特定個人情報ファイルの作成の制限） 

第８条 特定個人情報ファイルは、第３条に定める事務を実施するために必要な範囲に限って作成する

ことができ、この範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。 

（提供の要求および提供を求める時期） 

第９条 この会社は、第３条に定める事務の実施に必要な範囲内において、本人又は他の個人番号関係

事務実施者もしくは個人番号利用事務実施者に対し、個人番号の提供を求めることができる。 

② 個人番号の提供の求めは、個人番号関係事務が発生した時点で行うことが原則であるが、個人番号

関係事務の発生が予測される場合には、契約を締結した時点等の当該事務の発生が予想できた時点で

個人番号の提供を求めることができる。 

③ 契約内容等から、個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合には、個人番号の提供

を求めてはならない。 

 



 

 

（提供の求めの制限） 

第 10条 この会社は、第９条１項及び第２項に該当する場合を除き、個人番号の提供を求めてはならな

い。 

（本人確認の実施） 

第 11 条 この会社は、個人番号の提供を受けるにあたり、番号利用法第 16 条に定める方法により、本

人確認を行わなければならない。本人確認の手続きについては、「特定個人情報取扱要領」に定める

ものとする。 

 

第３章 特定個人情報の適正管理 

（収集および保管制限） 

第 12条 この会社は、第９条第１項及び第２項で定めた範囲に限り、特定個人情報を収集、保管するこ

とができる。 

② 保管している特定個人情報が保管期間を経過した場合および第３条の事務を遂行する必要がなくな

った場合は、速やかに特定個人情報を廃棄、又は削除しなければならない。なお、保管を継続する場

合は、その個人番号部分を復元できない程度にマスキング又は削除するものとする。 

（安全管理措置） 

第 13 条 この会社は、特定個人情報の漏えい、滅失又は棄損の防止等、特定個人情報等の管理のため、

必要かつ適切な安全管理措置を講じなければならない。実施すべき安全管理措置については、「個人情

報取扱規程」16条の「個人データ」を「特定個人情報等」と読み替えて適用するものとする。 

② 特定個人情報の運用状況及び特定個人情報等の取扱い状況に係る安全管理措置の評価を定期的に行

い、見直し及び改善を行うものとする。 

（委託先の監督） 

第 14条 この会社は、個人番号の取扱いを含む業務を委託した者に対し、特定個人情報の適切な安全管

理措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。再委託、再々委託等につい

ても同様とする。なお、委託先との契約に定めるべき事項については、「特定個人情報取扱要領」に定

めるものとする。 

（第三者提供の制限） 

第 15 条 この会社は、番号利用法第 19 条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を第三

者に提供してはならない。なお、「個人情報取扱規程」19条に定める共同利用についても、ここで定め

る第三者提供と同様の取扱いとする。 

（第三者提供の停止） 

第 16 条 本人から、番号利用法第 19 条各号に違反して第三者に提供されているという理由によって、

特定個人情報の第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明

したときは、遅滞なく、当該特定個人情報の第三者への提供を停止しなければならない。 

（特定個人情報の漏えい等が発覚した場合の対応） 

第 17条 この会社において特定個人情報の漏えい、滅失、毀損（以下「漏えい等」という。）その他の

特定個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個

人情報保護委員会規則で定めるものその他法令等で定める事態が発覚した場合には、事案を把握した

者は直ちに部門管理者に報告しなければならない。この場合、報告を受けた部門管理者は事務管理者



 

 

を通じて統括管理者である代表取締役社長に直ちに報告しなければならない。 

（再発防止策の策定等） 

第 17条の２ 前条の場合において、統括管理者は、被害が発覚時よりも拡大しないよう必要な措置を講

ずるとともに、事実関係の調査及び原因の究明に必要な措置を講じなければならない。 

② 統括管理者は、前項により把握した事実関係による影響範囲の特定のために必要な措置を講ずると

ともに、再発防止策の検討及び実施に必要な措置を講じなければならない。 

（行政庁等への報告） 

第 17 条の３ この会社は、第 17 条に掲げる事態を知ったときには、速やか（概ね３～５日以内）に、

個人情報保護委員会に報告しなければならない。 

② この会社は、第 17 条に掲げる事態を知った日から 30 日以内（当該事態が個人情報保護委員会規則

第２条第２号に定めるものである場合にあっては、60 日以内）に、確報を個人情報保護委員会に報告

しなければならない。 

③ 前項の報告内容は、取締役会に報告することとする。 

④ 第１項及び第２項の報告内容は、必要に応じＪＡ（佐久浅間農業協同組合）・中央会・信連ほか関係

連合会に報告することとする。 

 

（本人への通知） 

第 17条の４ この会社は、特定個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の特定個人情報の安全の確保に係

る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定める

ものその他法令等により本人への通知義務が課される事態が生じた場合（法令で定める場合を除く）

は、本人に対し、当該事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保

護するために必要な範囲において、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、本人への通

知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、

この限りでない。 

１ 概要 

２ 特定個人情報の項目 

３ 原因 

４ 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容 

５ その他参考となる事項 

② 第 17条に掲げる事態のうち、本人への通知義務が課されないものに関する本人への通知は、必要に

応じ、前項に準じ対応するものとする。 

（公表） 

第 17 条の５ この会社は、第 17 条に掲げる事態が生じた場合、二次被害の防止、類似事案の発生防止

等の観点から公表することが適当と判断した場合には、事実関係及び再発防止策等について、速やか

に公表するものとする。 

（第 17条に該当しない漏えい等が発生した場合の対応） 

第 17条の６ 第 17条に該当しない漏えい等の事案（おそれのある場合を含む。以下同じ。）が生じた場

合の報告体制は、第 17条に準じる。 

② 前項の場合においては、再発防止策のほか、必要な措置を講ずる。 



 

 

（主管部署） 

第 17条の７ 特定個人情報の漏えい等の事案が発生した場合の主管部署は企画管理部及びＪＡ（佐久浅

間農業協同組合）リスク統括部とする。 

 

第４章 雑則 

（改廃） 

第 18条 この規程の改廃は、取締役会の決議による。なお、機構改革に伴う組織名称、役職名の変更等

軽微な変更については、社長がこれを決する。 

 

 

附 則 

１ この規程は令和７年 5月 28日から施行する。 


